
内
閣
衆
質
一
五
五
第
三
号

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
楢
崎
欣
弥
君
提
出
東
京
電
力
原
子
力
発
電
所
、
そ
の
他
の
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
隠
し
等
不
祥
事

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

三

号



衆
議
院
議
員
楢
崎
欣
弥
君
提
出
東
京
電
力
原
子
力
発
電
所
、
そ
の
他
の
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
隠
し
等
不

祥
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
最
近
の
原
子
力
発
電
所
の
事
故
」
は
、
米
国
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
（
以
下
「
Ｇ
Ｅ
社
」
と
い

う
。
）
の
関
係
者
（
以
下
「
申
告
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
が
原
子

炉
の
修
理
記
録
の
改
ざ
ん
等
を
行
っ
て
い
る
旨
の
申
告
を
受
け
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
実
施
し
た
調
査
の
結
果
、
東
京
電
力

が
過
去
に
実
施
し
た
自
主
点
検
（
原
子
炉
設
置
者
等
が
行
う
原
子
炉
の
安
全
性
に
係
る
任
意
の
検
査
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
作
業
記
録
の
改
ざ
ん
等
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
二
十
九
件
の
事
案
（
以
下
「
自
主
点
検

記
録
等
関
係
事
案
」
と
い
う
。
）
、
自
主
点
検
記
録
等
関
係
事
案
を
踏
ま
え
、
原
子
炉
設
置
者
等
十
六
社
を
対
象
に
現
在
実

施
し
て
い
る
調
査
の
過
程
に
お
い
て
、
東
北
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
北
電
力
」
と
い
う
。
）
等
か
ら
自
主
点
検
で
発
見

し
た
原
子
炉
の
再
循
環
系
配
管
等
の
ひ
び
割
れ
等
に
つ
い
て
国
に
対
す
る
報
告
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
旨
の
報
告
を
受
け
た

十
二
件
の
事
案
（
以
下
「
再
循
環
系
配
管
等
関
係
事
案
」
と
い
う
。
）
及
び
平
成
三
年
及
び
平
成
四
年
の
東
京
電
力
に
対
す

る
定
期
検
査
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
。
以
下
「
電
事
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
に
基
づ
く

一



定
期
検
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
た
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
に
お
け
る
不
正
に
係
る
事

案
（
以
下
「
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
関
係
事
案
」
と
い
う
。
）
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
案
に
係

る
事
実
経
過
等
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

自
主
点
検
記
録
等
関
係
事
案
に
係
る
事
実
経
過
等
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
七
月
三
日
に
申
告
者
か
ら
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
一
号

機
に
お
い
て
平
成
元
年
に
実
施
さ
れ
た
蒸
気
乾
燥
器
の
点
検
作
業
に
お
い
て
修
理
記
録
の
改
ざ
ん
等
が
行
わ
れ
た
旨
の
申

告
を
、
ま
た
、
平
成
十
二
年
十
一
月
十
三
日
に
同
一
号
機
に
お
い
て
平
成
六
年
に
実
施
さ
れ
た
定
期
検
査
時
に
Ｇ
Ｅ
社
社

員
が
原
子
炉
の
炉
内
で
落
と
し
た
工
具
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
旨
の
申
告
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
核
原
料
物
質
、
核
燃

料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
制
度
に
の
っ
と
り
、
東
京
電
力
か
ら
の
事
情
聴
取
等
の
調
査
を
開
始
し

た
。
当
該
調
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
の
原
子
力
安
全
・
保
安
院
（
以
下
「
保
安
院
」
と
い
う
。
）
の
設

置
に
伴
い
保
安
院
が
継
承
し
た
が
、
事
実
関
係
の
解
明
が
進
ま
ず
、
同
年
十
月
十
五
日
、
Ｇ
Ｅ
社
の
子
会
社
で
あ
り
、
懸

案
の
自
主
点
検
に
係
る
作
業
の
一
部
を
担
当
し
て
い
た
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン

二



ク
日
本
支
社
（
以
下
「
Ｇ
Ｅ
Ｉ
Ｉ
日
本
支
社
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
協
力
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
十
四
年
三

月
十
九
日
、
Ｇ
Ｅ
社
及
び
Ｇ
Ｅ
Ｉ
Ｉ
日
本
支
社
か
ら
保
安
院
に
対
し
、
申
告
に
係
る
二
件
の
事
案
以
外
に
も
東
京
電
力
に

よ
り
自
主
点
検
の
作
業
記
録
の
改
ざ
ん
等
が
行
わ
れ
た
事
案
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
旨
の
連
絡
が
あ
り
、
こ
の
情
報

を
基
に
保
安
院
が
東
京
電
力
に
対
し
て
追
加
調
査
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
八
月
七
日
、
東
京
電
力
か
ら
保
安
院
に
対

し
、
計
二
十
八
件
の
事
案
に
つ
い
て
不
正
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。
保
安
院
は
、
東
京
電
力
に

対
し
更
な
る
調
査
の
実
施
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
、
東
京
電
力
か
ら
過
去
に
行
っ
た
自
主
点
検
に
係
る
二
十
九
件
の
事
案
に

つ
い
て
不
正
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
最
終
的
な
報
告
が
あ
っ
た
た
め
、
同
年
八
月
二
十
九
日
、
こ
の
報
告
の
内

容
を
公
表
し
た
。
さ
ら
に
、
保
安
院
が
こ
れ
ら
の
事
案
に
つ
い
て
引
き
続
き
実
施
し
た
調
査
の
結
果
、
同
年
十
月
一
日
、

二
十
九
件
の
事
案
の
う
ち
十
六
件
の
事
案
に
つ
い
て
、原
子
炉
等
の
安
全
性
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
が
、

電
事
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
技
術
基
準
へ
の
適
合
義
務
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
義
務
」

と
い
う
。
）
に
違
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
な
ど
の
問
題
が
あ
っ
た
と
の
中
間
報
告
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

二
十
九
件
の
個
別
の
事
案
ご
と
の
概
要
等
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
同
年
十
月
一
日
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
東
京
電
力
に
対
し
厳
重
注
意
を
行
い
、
再
発
防

三



止
策
を
講
ず
る
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、
今
後
、
東
京
電
力
に
対
す
る
定
期
検
査
の
内
容
を
よ
り
厳
格
な
も
の
と
す
る
こ

と
等
を
通
告
し
た
。

�

再
循
環
系
配
管
等
関
係
事
案
に
係
る
事
実
経
過
等
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
主
点
検
記
録
等
関
係
事
案
を
踏
ま
え
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
日
、
保
安
院
は
原
子
炉
設
置
者
等
十
六
社
に
対
し
、

過
去
に
お
け
る
自
主
点
検
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
不
正
の
お
そ
れ
が
あ
る
事
案
を
発
見

し
た
場
合
に
は
直
ち
に
保
安
院
に
報
告
す
る
こ
と
な
ど
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
九
月
二
十
日
、
中
部
電
力
株
式
会
社

（
以
下
「
中
部
電
力
」
と
い
う
。
）
、
東
北
電
力
及
び
東
京
電
力
か
ら
、
浜
岡
原
子
力
発
電
所
等
合
計
十
一
基
の
原
子
炉

に
お
い
て
過
去
の
自
主
点
検
の
際
に
再
循
環
系
配
管
に
ひ
び
割
れ
又
は
そ
の
兆
候
が
発
見
さ
れ
て
い
た
旨
の
報
告
が
、
ま

た
、
同
年
九
月
二
十
五
日
、
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
原
電
」
と
い
う
。
）
か
ら
過
去
の
自
主
点
検
の

際
に
敦
賀
発
電
所
一
号
機
の
シ
ュ
ラ
ウ
ド
に
ひ
び
割
れ
の
兆
候
が
発
見
さ
れ
て
い
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
報

告
を
受
け
て
保
安
院
に
お
い
て
立
入
検
査
等
に
よ
る
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
同
年
十
月
一
日
、
こ
れ
ら
の
事
案
に
つ
い

て
は
、
明
白
な
不
正
は
無
く
、
安
全
性
評
価
も
お
お
む
ね
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
国
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま

し
か
っ
た
旨
の
中
間
報
告
を
公
表
し
た
。
引
き
続
き
保
安
院
に
お
い
て
関
係
資
料
の
内
容
の
詳
細
な
分
析
等
を
行
っ
て
い

四



る
が
、
中
間
報
告
時
点
に
お
け
る
個
別
の
事
案
ご
と
の
概
要
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
関
係
事
案
に
係
る
事
実
経
過
等
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日
に
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
で
平
成
四
年
に
実
施
さ
れ
た
定
期
検
査
に
お
け

る
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
に
つ
い
て
東
京
電
力
が
不
正
を
働
い
て
い
た
旨
の
報
道
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
、
電

事
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
院
か
ら
東
京
電
力
に
対
し
て
、
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
、
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
及
び
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
の
す
べ
て
の
原
子
炉
に
つ
い
て
過
去
に
実
施
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え

い
率
検
査
に
関
す
る
報
告
を
、
ま
た
、
同
年
十
月
二
十
三
日
、
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
に
関
す
る
進
ち
ょ
く
状

況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
同
年
十
月
二
十
五
日
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
一
号
機
に
お
い
て
平
成
三
年
及

び
平
成
四
年
に
実
施
さ
れ
た
定
期
検
査
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
に
際
し
、
圧
縮
さ
れ
た
空
気
を
不
正

に
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
注
入
す
る
等
に
よ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
漏
え
い
率
が
実
際
よ
り
も
低
い
数
値
と
な
る
よ
う

不
正
な
操
作
を
行
っ
た
旨
の
報
告
を
受
け
た
。

こ
の
報
告
を
踏
ま
え
、
保
安
院
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
に
対
し
、
不
正
な
行
為
が
行
わ
れ
た
原
子
炉
に
つ
い
て
国
の

厳
格
な
監
視
の
下
、
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
を
早
急
に
実
施
し
、
ま
た
、
そ
の
他
の
東
京
電
力
の
原
子
炉
に
つ

五



い
て
も
順
次
同
様
の
検
査
を
実
施
す
る
よ
う
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
京
電
力
の
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
原
子
炉
等

規
制
法
第
三
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
安
規
定
遵
守
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
三
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
所
要
の
手
続
を
経
た
上
で
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
一
号
機
の
一
年
間
の
運
転
停
止
を
命
ず

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
公
益
通
報
者
保
護
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
に
お
い
て
、
平
成
十

四
年
四
月
、
消
費
者
利
益
の
擁
護
の
観
点
か
ら
、
同
制
度
の
早
期
実
現
等
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
に
着
手
す
べ
き
旨
の
提
言

が
あ
り
、
現
在
、
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
審
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
通
報
者
の
保

護
に
関
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
方
針
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

申
告
者
か
ら
の
申
告
に
係
る
調
査
の
過
程
に
お
い
て
は
、
申
告
者
の
氏
名
に
関
す
る
情
報
等
調
査
の
指
示
に
必
ず
し
も
必

要
で
は
な
い
情
報
を
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
が
東
京
電
力
に
対
し
て
示
し
た
こ
と
、
証
拠
隠
滅
の
可
能
性
等
を
考
え
れ
ば
初
期

の
段
階
に
お
い
て
申
告
者
を
訪
問
し
て
調
査
を
行
う
な
ど
東
京
電
力
以
外
の
者
に
対
し
て
ま
ず
調
査
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た

こ
と
な
ど
適
切
と
は
い
え
な
い
点
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
当
時
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
及
び
保
安
院
の
対
応
に
反
省
す
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べ
き
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
申
告
に
係
る
調
査
手
順
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
関
係
す

る
職
員
に
対
す
る
処
分
を
行
っ
た
。

三
に
つ
い
て

原
子
力
発
電
施
設
で
の
作
業
に
従
事
し
て
い
た
電
力
会
社
等
の
従
業
員
の
死
亡
に
関
し
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く
遺
族
補
償
給
付
を
支
給
す
る
に
当
た
り
、
放
射
線
に
係
る
疾
病
を
認
定
し
た

事
例
は
現
在
ま
で
に
三
件
あ
り
、
こ
れ
ら
に
係
る
従
業
員
が
主
と
し
て
行
っ
て
い
た
作
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
炉
一
次
系
の

配
管
の
保
守
作
業
、
放
射
線
を
計
測
す
る
装
置
の
保
守
作
業
及
び
原
子
炉
建
屋
内
の
配
管
等
の
溶
接
作
業
で
あ
る
。
当
該
従

業
員
の
氏
名
、
死
亡
時
の
年
齢
及
び
住
所
に
つ
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
ま
た
、

同
法
に
基
づ
く
遺
族
補
償
給
付
の
請
求
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
、
原
子
力
発
電
施
設
で
の
作
業
に
従
事
し
て
い
た

電
力
会
社
等
の
従
業
員
で
あ
っ
て
被
ば
く
が
原
因
で
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
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